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九州大学芸術工学部吹奏楽団規約	 

	 

第１章	 総則	 

第１条	 （主旨）	 

本規約は，楽団運営の手続き及び団体運営に関する最重要事項について，記されたものである。	 

第２条	 （名称）	 

本楽団は，九州大学芸術工学部吹奏楽団と称し，略称は芸工吹奏とする（以下，当団という）。	 

第３条	 （所在地）	 

当団の所在地は，九州大学大橋キャンパス（福岡県福岡市南区塩原４−９−１）とする。	 

	 

第２章	 活動	 

第４条	 （目的）	 

当団は，吹奏楽を中心とする音楽活動を通して，団員同士の親睦を深め，音楽文化や地域社会に貢献

することを目的とする。	 

第５条	 （活動内容）	 

当団は，前条の目的を達成するため，総会で承認された活動計画に基づいた活動を行う。	 

第６条	 （活動計画）	 

１	 活動計画は，楽団目標，事業概要及び本規約に定められていない楽団運営上必要なその他の細則を年

度ごとに定めるものとする。	 

２	 本規約において活動計画で定めるよう記された事項については必ず活動計画によって定められなけれ

ばならない。	 

３	 活動計画をその活動年度内に改正する場合は，役員会が団員にその改正内容を事前に十分周知し，理

解を得なければならない。	 

	 

第３章	 団員	 

第７条	 （入団）	 

入団を希望する者は，代表に入団届を提出し，役員会に承認されることで，団員となる。	 

第８条	 （団員の義務）	 

団員は，次に掲げる義務を負う。	 

	 予算によって定められた団費を支払うこと	 （一）

	 活動計画によって定められた活動日に出席すること	 （二）
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第９条	 （休団）	 

病気，事故，その他やむを得ない理由により活動を休止する必要のある者は，代表に休団届を提出し，

役員会に承認されることで休団できる。休団者の扱いについては，活動計画により定められなければな

らない。	 

第１０条	 	 （退団）	 

退団を希望する者は，代表に退団届を提出し，役員会及び役員会が必要と認めた人員による協議にお

いて承認されることで，退団できる。	 

	 

第４章	 組織	 

第１１条	 	 （各機関）	 

当団の組織は，最高議決機関である総会，運営の中核となる役員会，及びその下に置かれる音楽運営

チーム，演奏会運営チーム及び広報運営チームからなる。	 

第１２条	 	 （顧問）	 

九州大学における当団の責任者及び相談役として，顧問を置く。	 

第１３条	 	 （総会）	 

１	 総会は，役員会が主催し，団員全員を構成員とする，当団の最高議決機関である。	 

２	 総会は，当団の重要事項を審議決定する。ただし，次の事項は，必ず総会の承認を経なければならな

い。	 

	 役員選出及び役員リコール	 （一）

	 活動年度内での役員会改編	 （二）

	 予算及び決算	 （三）

	 活動計画	 （四）

	 規約改正	 （五）

３	 総会を開催するときは，役員会が，事前に日時，場所及び議題を団員に周知させなければならない。	 

４	 総会は，団員の過半数の出席又は委任で成立する。	 

５	 総会の議決は，出席者の３分の２以上の同意によってなされる。ただし，役員リコールの議決は，出

席者の３分の１以上の同意によってなされる。	 

６	 団員の４分の１以上が役員会に対して総会を開催するよう要求した場合は，役員会は総会を開催しな

ければならない。	 

７	 団員の要求がなくとも，役員会が必要と認めた場合は，総会を開催することができる。	 

第１４条	 	 （役員会）	 

１	 役員会は，活動計画に基づいた円滑な運営の中核となる組織である。本規約に基づいた総会を開催す

るため，	 役員会は必要な準備を行い，総会を開催しなければならない。	 
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２	 本規約及び活動計画に記されていない事項については，団員の意見を十分に考慮した上で，役員会が

決定することができる。	 

３	 役員として，以下を置く。	 

［代表］	 当団の最高責任者として，楽団を統括する。また，役員会を主宰し，音楽運営チーム，演奏会

運営チーム及び広報運営チームの業務状況の把握及び相互調整を行う。	 

［部長］	 九州大学芸術工学部公認サークルとしての当団の責任者として，事務を行う。ただし，部長は

九州大学芸術工学部又は九州大学大学院芸術工学府の学生に限る。	 

［会計］	 当団の会計責任者として，予算及び決算の立案，資金管理，団費の徴収及び会計処理を行う。	 

［音楽マネージャー］	 当団の音楽面の責任者として，音楽運営チームを主宰する。	 

［演奏会マネージャー］	 当団が主催する演奏会の運営責任者として，演奏会運営チームを主宰する。	 

［広報マネージャー］	 当団の広報責任者及び情報管理責任者として，広報運営チームを主宰する。	 

４	 役員の任期は，活動計画において定められる活動年度の初日から末日までとする。任期末日を過ぎて

も後任の役員が総会において承認されていない場合，任期末日後後任の役員が総会において承認される

までその任期を延長する。	 

５	 役員の兼任，再選は，それぞれの任務に支障が出ない限りにおいては，これを妨げない。	 

６	 活動年度内に特段の支障が生じた場合は，総会の承認を経て役員会を改編することができる。	 

７	 役員会が必要と認めた場合は，役員以外の者が役員会に出席してもよい。ただし，議決権は持たない。	 

８	 それぞれの役員に，補佐役を置くことができる。補佐役を置く場合は，活動計画でこれを定める。	 

第１５条	 	 （音楽運営チーム）	 

１	 音楽運営チームは，音楽面の業務を統括する。	 

２	 音楽運営チームは，音楽マネージャーが主宰し，その構成については活動計画でこれを定める。	 

第１６条	 	 （演奏会運営チーム）	 

１	 演奏会運営チームは，当団が主催する演奏会の運営を統括する。	 

２	 演奏会運営チームは，演奏会マネージャーが主宰し，その構成については活動計画でこれを定める。	 

第１７条	 	 （広報運営チーム）	 

１	 広報運営チームは，広報活動及び情報管理を統括する。	 

２	 広報運営チームは，広報マネージャーが主宰し，その構成については活動計画でこれを定める。	 

第１８条	 	 （決定権）	 

音楽運営チーム，演奏会運営チーム及び広報運営チームの業務内容の決定権は，各々が有する。ただ

し，その決定事項に相互不具合が生じる場合は，役員会が調整を行い，その決定権は役員会が有する。	 
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第５章	 細則	 

第１９条	 	 （活動年度）	 

１	 活動年度は，活動計画において定められるものとし，その期間は１年を標準とする。また，会計処理

も活動年度ごとに行い，役員の改選も活動年度ごとに行う。	 

２	 活動年度の末日を過ぎても次年度の活動計画が総会において承認されていない場合は，活動年度末日

後次年度活動計画が承認されるまで，前年度活動計画は効力を失わない。	 

第２０条	 	 （規約改正）	 

本規約改正のためには，総会により規約改正を承認されなければならない。	 

	 

附則	 

本規約は，平成２２年３月６日に施行する。ただし，平成２２年３月３１日までの間は，暫定役員を

置き，運営を行う。	 

平成２２年１０月１６日	 改正	 

平成２３年５月２８日	 改正	 

平成２４年１０月３０日	 改正	 

平成２５年１０月２２日	 改正	 

 

（付録 組織図） 
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